
©行政書士成田事務所

（記入例）自認書：保管場所が自宅のガレージ等、ご自身が不動産登記簿上で単独の所有者の場合

2023         4       12

滋賀県大津京町４丁目１番１号

滋賀 太郎 滋
※自署の場合は押印は不要です
※法人の場合は代表者印または
社印（角印）※印鑑登録証明書通りの住所氏名を

記入してください
※法人の場合はゴム印も可

✓

この欄は使用しません

自認書にチェック

署名した日の日付を記入

「土地・建物」 についてはどちらか当
てはまる方 （両方に当てはまる場合は、
両方） に○を付けてください

520    0044

077          528        3993



©行政書士成田事務所

（記入例）使用承諾証明書：保管場所が月極駐車場等、他人の土地や建物の場合
※親名義の土地に子の車を保管する場合は、こちらの使用承諾証明書が必要です。
※共有の土地の場合は共有者全員の本書が必要です。

滋賀県大津京町４丁目１番１号

滋賀 太郎

✓

520    0044

077    528      3993

青枠は使用者（あなた）の住所氏名、
電話番号を記入します。
印鑑登録証明書の通りに記入してくだ
さい。

緑枠は使用を承諾する者（土地・建物
の権利者）が記入します。
※次のページで解説

承諾証明書にチェック

次のページに
続く



©行政書士成田事務所

（記入例）使用承諾証明書：前ページの続き

滋賀県大津京町４丁目１番１号

滋賀 太郎

✓

520    0044

077    528      3993

印鑑登録証明書の通りに記入
駐車場名がある場合はその名称と、区画の番
号・記号を記入。 滋賀県大津市京町３丁目１−２ 滋賀パーキング

６番

２０２３ ４ １
２０２４ ３ ３１

使用期間は１年以上が好ましいです。
１か月など、あまりにも短いと許可が下りな
い場合があります。
※使用開始日が警察署に書類を提出する日よ
りも前の日付であることが必要です。

５２０ ００４４
２０２３ ４ １２

滋賀県大津市京町３丁目１−２

琵琶湖 花子

０７７ ５２２ ４２８１

琵

・土地・建物の区別（あるいは両方）
・署名してもらった日の日付
・印鑑登録証明書通りの住所氏名
・電話番号
・自署してもらう場合は押印不要
法人の場合は代表者印または社印（角印）
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